
第

五

百

七

十

六

号

令

和

七

年

三

月

二

十

八

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
四
一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特

例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
四
二

○
岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

環
境
管
理
課)

一
四
二

公
安
委
員
会
規
則

○
交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(
地

域

課)

一
四
二

告

示

○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定

す
る
知
事
が
指
定
す
る
指
定
地
方
公
共
機
関

(

感
染
症
対
策
推
進
課)
一
四
三

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)
一
四
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

一
四
四

○
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可(

公
共
下
水
道)

(

下

水

道

課)

一
四
五

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
四
六

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

一
四
七

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

一
四
七

規

則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十

四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢

、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号｣

を｢

及
び
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で｣

に

改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

会
計
年
度
任
用
職
員
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い

こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
会
計
年
度
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
期
間

第
十
条
第
二
項
中｢

及
び
第
九
号｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の｣

を｢

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る｣

に
、｢

看
護｣

を

｢
看
護
等｣

に
、｢

又
は｣

を｢

、｣

に
、｢

を
行
う｣

を｢

若
し
く
は
学
校
保
健
安
全
法(

昭
和
三
十

三
年
法
律
第
五
十
六
号)

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

知
事
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
そ
の
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る

行
事
の
う
ち
知
事
が
定
め
る
も
の
へ
の
参
加
を
す
る｣

に
改
め
、
同
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を

第
九
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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八
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岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
三
号

岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

、
令
和
四
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
令
和
四
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
令
和
五
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
五
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
令
和
六
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で
に｣
を
削
り
、｢

令
和
七
年
三
月
十
七
日

ま
で
に｣

の
下
に｢

、
令
和
八
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
令
和
八
年
三
月
十
六
日
ま
で
に
、
令
和
九
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
令
和
九
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
令
和
十
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
十
年
三
月
十
五
日
ま
で
に｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
二
百
八
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
四
号
中｢

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
に
関
す
る
政
令(

令
和
四
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造

成
等
規
制
法
施
行
令｣

を｢

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令｣

に
、｢

第
六
条
か
ら
第
十

条｣

を｢

第
八
条
か
ら
第
十
二
条｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
十
号
中｢

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
五
十
五

号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前

の
宅
地
造
成
等
規
制
法｣

を

｢

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法｣

に
、｢

第
八
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
宅
地
造
成
等
及
び
同
法
第
三
十
条
第
一
項｣

に
、｢

要
す
る
宅

地
造
成｣

を｢

要
す
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会

規
則
第
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
表
岐
阜
中
の
部
神
田
町
同
の
項
中｢

雲
龍
町｣

を｢

雲
竜
町｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
北
の

部
黒
野
同
の
項
中｢
村
山
一
・
二
・
四
丁
目｣

の
下
に｢

、
上
西
郷
、
上
西
郷
一
〜
九
丁
目
、
則
松
、

則
松
一
〜
五
丁
目
、
秋
沢
、
秋
沢
一
・
二
丁
目
、
西
秋
沢
、
西
秋
沢
一
・
二
丁
目
、
奥
、
奥
一
・
二
丁
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目
、
雛
倉
、
雛
倉
一
〜
三
丁
目
、
外
山｣

を
加
え
、
同
表
各
務
原
の
部
蘇
原
同
の
項
中｢

川
崎
町｣

の

下
に｢
、
各
務
お
が
せ
町
一
〜
九
丁
目
、
各
務
西
町
一
〜
六
丁
目
、
各
務
東
町
一
〜
七
丁
目
、
各
務
船

山
町
一
〜
三
丁
目
、
須
衛
町
一
〜
八
丁
目
、
各
務
字
車
洞
、
各
務
字
北
山
、
須
衛
字
天
狗
谷
、
須
衛
字

地
獄
洞
、
須
衛
字
稲
田
、
須
衛
字
太
田
、
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
〜
四
丁
目｣

を
加
え
、
同
表
多
治
見
の
部

駅
前
同
の
項
中｢
虎
渓
山
町
一
〜
七
丁
目｣

の
下
に｢

、
池
田
町
一
〜
十
丁
目
、
廿
原
町
、
三
の
倉
町
、

三
の
倉
町
大
美
山
、
三
の
倉
町
猪
場
、
三
の
倉
町
中
洞
、
三
の
倉
町
縄
手
、
三
の
倉
町
西
洞
、
諏
訪
町
、

諏
訪
町
川
西
、
諏
訪
町
神
田
、
諏
訪
町
北
ノ
洞
、
諏
訪
町
天
ケ
峰
、
諏
訪
町
日
影
、
諏
訪
町
柳
、
富
士

見
町
一
〜
五
丁
目
、
月
見
町
一
〜
三
丁
目
、
喜
多
町
一
〜
十
丁
目
、
赤
坂
町
一
〜
九
丁
目｣

を
加
え
る
。

別
表
三
の
表
岐
阜
北
の
部
及
び
各
務
原
の
部
各
務
同
の
項
を
削
り
、
同
表
各
務
原
の
部
川
島
同
の
項

中｢

同
市｣

を｢

各
務
原
市｣

に
改
め
、
同
表
関
の
部
武
芸
川
同
の
項
の
次
に
、
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
三
の
表
関
の
部
上
牧
同
の
項
及
び
下
牧
同
の
項
並
び
に
多
治
見
の
部
池
田
同
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
二
の
表
岐
阜
中
の
部
神
田
町

同
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
八
号

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号)

第
二
条
第
八
号

に
規
定
す
る
知
事
が
指
定
す
る
指
定
地
方
公
共
機
関
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
指
定
地
方
公
共
機
関
に
関
す
る
告
示(

平
成

二
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号)

は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

公
益
社
団
法
人
岐
阜
県
看
護
協
会

公
益
社
団
法
人
岐
阜
県
歯
科
医
師
会

公
益
社
団
法
人
岐
阜
県
バ
ス
協
会

公
立
学
校
共
済
組
合

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

大
垣
ガ
ス
株
式
会
社

�
見
鉄
道
株
式
会
社

明
知
鉄
道
株
式
会
社

長
良
川
鉄
道
株
式
会
社

養
老
鉄
道
株
式
会
社

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
医
師
会

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
病
院
協
会

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
薬
剤
師
会

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

岐
阜
県
医
薬
品
卸
協
同
組
合

学
校
法
人
朝
日
大
学

国
立
大
学
法
人
東
海
国
立
大
学
機
構

医
療
法
人
徳
洲
会

医
療
法
人
社
団
カ
ワ
ム
ラ
ヤ
ス
オ
メ
デ
ィ
カ
ル
ソ
サ
エ
テ
ィ

社
会
医
療
法
人
厚
生
会

社
会
医
療
法
人
蘇
西
厚
生
会

社
会
医
療
法
人
清
光
会

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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美
濃
和
紙
の
里

会
館
前
同

美
濃
市

蕨
生

美
濃
市
の
う
ち

上
野
、
御
手
洗
、
小
倉
、
乙
狩
、
長
瀬
、
神
洞
、
片
知
、
蕨
生



令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
字
桑
ケ
島
六
八
七
九
の
一
・
六
八
八
〇
の
一
・
六
八
八
一
の
一(

以
上
三

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
萩
原
町
宮
田
字
水
洞
口
一
九
六
三
の
一
、
一
九
六
四
の
一
、
一
九
六
五
の
一
、
一
九
六
六

の
一
、
一
九
六
七
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
下
呂
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

美

山
線

路
線
名

岐
阜
市
島
栄
町
一
丁
目
四
五
番
二

地
先
か
ら

同

市
則
武
中
一
丁
目
一
番
一
八

地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
四
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
津
川
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

中
津
川
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業

中
津
川
市
公
共
下
水
道(

坂
本
処
理
区)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
五
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
津
川
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

令和７年３月28日 岐 阜 県 公 報 第 576 号( 145 )

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

三
百
三
号

路
線
名

区

間

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
相
羽
字
五
平

七
七
九
番
二
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
四
丁

目
一
三
八
八
番
四
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

池

田

揖
斐
川
線

大

野

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
六
里
字
一
ノ

坪
二
八
一
番
六
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
相
羽
字
四
丁

目
一
三
八
八
番
二
地
先
ま
で ���･�

令
和�･�･��
平
成
��･��･��



一

施
行
者
の
名
称

中
津
川
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業

中
津
川
市
公
共
下
水
道(

中
津
川
処
理
区)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
瑞
浪
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

瑞
浪
都
市
計
画
下
水
道
事
業

瑞
浪
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
七
年
十
月
六
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

１
令
和
７
年
３
月
３
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,611,410人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

32,229人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

301,427人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

143,617

331,851

総
数
(人
)

47,873

110,617

３
分
の
１
の
数
(人
)



公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

中
津

川
市

関
市
・
美
濃
市

多
治

見
市

高
山

市

26,625

22,215

39,228

26,834

24,547

32,039

42,226

18,739

44,018

21,018

92,112

119,071

44,985

42,579

38,834

55,181

29,385

61,104

85,692

88,566

70,576

8,875

7,405

13,076

8,945

8,183

10,680

14,076

6,247

14,673

7,006

30,704

39,691

14,995

14,193

12,945

18,394

9,795

20,368

28,564

29,522

23,526

中
津
川
東
部
地
区

(

農

道

整

備

)

施
行
に
係
る
地
区
名

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

中

津

川

市

役

所

縦

覧

場

所 38,428

52,804

19,136

令
和

七
・

三
・
三
一
か
ら

同

・

四
・
二
八
ま
で

縦

覧

期

間

12,810

17,602

6,379



退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

西
濃
用
水

土
地
改
良

区
連
合

令
和�･�･��
理
事

岡�
和

夫

揖
斐
郡
池
田
町
沓
井

五
四
三
番
地

令
和�･�･�
理
事

國

枝

治

彦

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
加
納
六
二
八
番
地
一

令
和�･�･�
理
事

長

澤

博

養
老
郡
養
老
町
宇
田

二
八
五
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

西
濃
用
水

土
地
改
良

区
連
合

令
和�･�･�
理
事

竹

中

誉

揖
斐
郡
池
田
町
八
幡

一
六
八
七
番
地

令
和�･�･�
理
事

野

村

俊

弘

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
公
郷
一
五
八
一
番
地
一

令
和�･�･�
理
事

村

上

秀

彦

養
老
郡
養
老
町
豊

二
五
番
地
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令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


